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１ 経営戦略の目的 

 下水道事業は、生活排水等の汚水を排除・処理し、河川や沿岸地域の水質保全や生活環

境の改善に資するとともに、大雨等による浸水被害を軽減し、住民の快適で安全な生活環

境を維持する役割を担っています。 

 本市の公共下水道事業は、昭和４２年度から雨水事業に着手し、昭和５５年度に供用開

始を行っています。汚水事業についても昭和４９年度から整備を行い、昭和６２年度に供

用開始を行っており、その後も区域拡大の整備を進めてきました。 

 また、公共下水道事業以外の整備手法では農業集落排水事業を実施しています。平成 

１１年度の山陰地区の供用開始をはじめ、秋留地区、美々津地区の３地区に整備し、その

維持管理に努めてきました。 

 これらの下水道事業の経営は、使用料収入をもって事業に要する費用を賄う独立採算制

を基本としていますが、下水道事業の経営環境は、施設の老朽化に伴う更新投資の増大、

将来の人口減少に伴う使用料収入の減少等により厳しさを増すことが予想され、事業継続

のためには不断の経営努力が求められます。 

 このような状況の中、総務省から、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」

（平成２６年８月２９日付総務省自治財政局公営企業課長、公営企業経営室長、準公営企

業室長通知）や「経営戦略の策定推進について」（平成２８年１月２６日付総務省自治財

政局公営企業課長、公営企業経営室長、準公営企業室長通知）、「経営戦略の策定・改定の

更なる推進について」（平成３１年３月２９日付総務省自治財政局公営企業課長、公営企

業経営室長、準公営企業室長通知）、「経営戦略の改定推進について」（令和４年１月２５

日付総務省自治財政局公営企業課長、公営企業経営室長、準公営企業室長通知）により経

営戦略の策定や改定が要請されてきました。 

 本市では、将来にわたって事業を安定的に継続していくため、経営の課題を整理すると

ともに、将来の投資・財源を適切に設定し、経営の健全化を図ることを目的として、公共

下水道事業においては平成３０年４月に、また農業集落排水事業においては、令和２年３

月に経営戦略を策定しておりますが、今回、上記「経営戦略の改定推進について」（令和

４年１月通知）に沿って改めて計画を見直し、経営戦略の改定を行うこととしました。 

  

（１） 対象事業 

 日向市では、公共下水道事業、農業集落排水事業を実施しており、この２事業を日向市

下水道事業経営戦略の対象事業とします。 

 

（２） 計画期間 

 日向市下水道事業経営戦略の改定による計画期間は、令和６年度から令和１５年度まで

の１０年間とします。 
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２ 事業概要 

（１） 事業の現況 

① 施設 

ア 公共下水道事業 

供用開始年度 

（供用開始後年数） 

昭和６２年度 

（３８年経過） 
法適・非適の区分 法適用（全部適用） 

処理区域内人口密度 ４０．１人/ha 
流域下水道等への

接続の有無 
無し 

処理区数 １処理区 

処理場数 １か所（日向市浄化センター） 

ポンプ場数 ３か所（富高、亀崎、細島汚水中継ポンプ場） 

広域化・共同化・最適化 

実施状況 

財光寺汚泥処理場におけるし尿・浄化槽汚泥を浄化センターにおい

て受入れ処理を行う「共同化事業」を進めており、令和 11 年度に供用

開始する予定です。 

また、「宮崎県汚水処理事業に係る広域化・共同化計画」に基づ

き、日向ブロック（日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村）内で

の広域化・共同化の検討を進めることとしています。 

 主な検討内容は、汚水処理施設の統廃合、維持管理の共同化、災害

時相互支援です。 

 

イ 農業集落排水事業 

供用開始年度 

（供用開始後年数） 

山陰地区：平成 11年度（26年経過） 

秋留地区：平成 14年度（23年経過） 

美々津地区：平成 21年度（16年経過） 

法適・非適の区分 法適用(全部適用) 

処理区域内人口密度 
山陰地区：11.1 人/ha 

秋留地区：34.1 人/ha 

美々津地区：6.2 人/ha 

流域下水道等への

接続の有無 
無し 

処理区数 ３処理区（山陰地区、秋留地区、美々津地区） 

処理場数 ３処理区（山陰地区、秋留地区、美々津地区） 

広域化・共同化・最適化 

実施状況 

「宮崎県汚水処理事業に係る広域化・共同化計画」に基づき、日向

ブロック内での広域化・共同化の検討を進めることとしています。 

 主な検討内容は、汚水処理施設の統廃合、維持管理の共同化、災害

時相互支援です。 
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② 使用料 

 ア 公共下水道事業 

一般家庭用使用料体系 

の概要・考え方 

 

一般汚水 使用料（税込） 

基本料金 550 円 

水量料金 110 円/㎥ 
 

業務用使用料体系 

の概要・考え方 
一般家庭用使用料体系と同じ 

その他の使用料体系 

の概要・考え方 

 

公衆浴場汚水 使用料（税込） 

基本料金 550 円 

水量料金 16.5 円/㎥ 
 

条例上の使用料 

（20 ㎥あたり） 

令和 3 年度 2,750 円 
実質的な使用料 

（20 ㎥あたり） 

令和 3 年度 2,784 円 

令和 4 年度 2,750 円 令和 4 年度 2,798 円 

令和 5 年度 2,750 円 令和 5 年度 2,815 円 

 

イ 農業集落排水事業 

一般家庭用使用料体系 

の概要・考え方 

 

一般汚水 使用料（税込） 

基本料金 550 円 

水量料金 110 円/㎥ 
 

業務用使用料体系 

の概要・考え方 
一般家庭用使用料体系と同じ 

その他の使用料体系 

の概要・考え方 

 

公衆浴場汚水 使用料（税込） 

基本料金 550 円 

水量料金 16.5 円/㎥ 
 

条例上の使用料 

（20 ㎥あたり） 

令和 3 年度 2,750 円 
実質的な使用料 

（20 ㎥あたり） 

令和 3 年度 2,649 円 

令和 4 年度 2,750 円 令和 4 年度 2,659 円 

令和 5 年度 2,750 円 令和 5 年度 2,671 円 
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   【参考】県内各市との下水道使用料（税込み）の比較（令和６年４月１日現在） 

団体名 10 ㎥排出の場合 20 ㎥排出の場合 

日向市 1,650 円 2,750 円 

宮崎市 1,045 円 2,431 円 

都城市 1,371 円 2,845 円 

延岡市 1,277 円 2,619 円 

小林市 1,672 円 2,882 円 

日南市 1,331 円 3,025 円 

西都市 1,738 円 3,278 円 

串間市 1,419 円 2,629 円 

 

③ 組織 

職員数 

上下水道局の職員数は 32人であり、下水道課は 14人となって

います。また、下水道課のうち、下水道事業会計及び農業集落

排水事業会計から人件費を支弁している職員数は 12 人（事務職

員 8 人、技術職員 4人）です。 

事業運営組織 

平成 26 年 4月 1 日に、下水道担当部署（生活環境部下水道課）と水道事

業担当部署（水道局水道課）の組織統合を行い、上下水道局を設置しまし

た。上下水道局の組織図は下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上下水道局組織図（令和６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

水道課

下水道課

上下水道局

業務係

工務係

施設係

維持係

工務係

総務係

浄水係
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（２） 民間活力の活用等 

民間活用の状況 ア 民間委託 

（包括的民間委託を含む） 

【公共下水道事業】 

浄化センターやポンプ場等の維持管理業務、

徴収業務については、民間事業者に委託して

います。 

【農業集落排水事業】 

３処理区（山陰・秋留・美々津）の維持管理

業務、徴収業務については、民間業者に委託

しています。 

イ 指定管理制度 該当なし 

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ 該当なし 

資産活用の状況 ア エネルギー利用 

（下水熱、下水汚泥、発電等） 

【公共下水道事業】 

汚泥処理の過程で発生する消化ガスを活用し

発電事業に官民連携して取り組んでいます。 

また、汚泥処理の過程で発生する脱水汚泥

は、県内の堆肥化施設を経て堆肥として再利

用しています。 

【農業集落排水事業】 

山陰地区から発生する脱水汚泥のみ畜産資源

リサイクルセンターを経て堆肥として再利用

しています。 

イ 土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等） 

該当なし 
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（３） 経営比較分析表を活用した現状分析 

① 経営の指標の概要 

経営の健全性・効率性 

経営指標 指標の意味 分析の考え方 算出式 

①経常収支比率 

（％） 

使用料収入や一般会計からの

繰入金等の収益で、維持管理

費や支払利息等の費用をどの

程度賄えているかを表す指標

です。 

単年度の収支が黒字であることを示す

100％以上となっていることが必要で

す。 

数値が 100％未満の場合、単年度の収

支が赤字であることを示しているた

め、経営改善に向けた取組が必要で

す。 

 

②累積欠損金比

率 

（％） 

営業収益に対する累積欠損金

の状況を表す指標です。 

累積欠損金が発生していないことを示

す 0％であることが求められます。累

積欠損金を有している場合は、経営の

健全性に課題があるといえます。経年

の状況も踏まえながら 0％となるよう

経営改善を図っていく必要がありま

す。 

 

③流動比率 

（％） 

短期的な債務に対する支払能

力を表す指標です。 

1 年以内に支払うべき債務に対して支

払うことができる現金等がある状況を

示す 100％以上であることが必要で

す。一般的に 100％を下回るというこ

とは、1 年以内に現金化できる資産

で、1 年以内に支払わなければならな

い負債を賄えておらず、支払能力を高

めるための経営改善を図っていく必要

があります。 

 

④企業債残高対 

事業規模比率 

（％） 

使用料収入に対する企業債残

高の割合であり、企業債残高

の規模を表す指標です。 

明確な数値基準はないと考えられます

が、経年比較や類似団体との比較等に

より自団体の置かれている状況を把

握・分析し、適切な数値となっている

か、対外的に説明できることが求めら

れます。 

 

⑤経費回収率

（％） 

使用料で回収すべき経費を、

どの程度使用料で賄えている

かを表す指標であり、使用料

水準等を評価することが可能

です。 

当該指標は、使用料で回収すべき経費

を全て使用料で賄えている状況を示す

100％以上であることが必要です。数値

が 100％を下回っている場合、汚水処

理に係る費用が使用料以外の収入によ

り賄われていることを意味するため、

適正な使用料収入の確保及び汚水処理

費の削減が必要です。 

 

⑥汚水処理原価 

（円） 

有収水量１㎡当たりの汚水処

理に要した費用であり、汚水

資本費・汚水維持管理費の両

方を含めた汚水処理に係るコ

ストを表す指標です。 

明確な数値基準はないと考えられます

が、経年比較や類似団体との比較等に

より自団体の置かれている状況を把握

し、効率的な汚水処理が実施されてい

るか分析し、適切な数値となっている

か、対外的に説明できることが求めら

れます。 

 

⑦施設利用率 

（％） 

施設・設備が一日に対応可能

な処理能力に対する、一日平

均処理水量の割合であり、施

設の利用状況や適正規模を判

断する指標です。 

明確な数値基準はないと考えられます

が、一般的には高い数値であることが

望まれます。経年比較や類似団体との

比較等により自団体の置かれている状

況を把握し、例えば、当該指標が類似

団体との比較で高い場合であっても、

現状分析や将来の汚水処理人口の減少

等を踏まえ、過大なスペックとなって

いないかといった分析が必要です。 

 

⑧水洗化率 

（％） 

現在処理区域内人口のうち、

実際に水洗便所を設置して汚

水処理している人口の割合を

表す指標です。 

当該指標については、公共用水域の水

質保全や、使用料収入の増加等の観点

から 100％となっていることが望まし

いです。一般的に数値が 100％未満で

ある場合には、汚水処理が適切に行わ

れておらず、水質保全の観点から問題

が生じる可能性があることや、使用料

収入の増加を図るため、水洗化率向上

の取組が必要です。 

 

 

経常費用 

経常収益 

×100 

営業収益-受託工事収益 

当年度末処理欠損金 
×100 

流動負債 

流動資産 
×100 

×100 

営業収益-受託工事収益 - 雨水処理負担金 

企業債現在高合計 - 一般会計負担額 

汚水処理費（公費負担分を除く） 

下水道使用料 
×100 

年間有収水量 

汚水処理費（公費負担分を除く） 
×100 

晴天時現在処理能力 

晴天時一日平均処理水量 
×100 

現在処理区域内人口 

現在水洗便所設置済人口 

×100 
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老朽化の状況 

経営指標 指標の意味 分析の考え方 算出式 

①有形固定資産 

減価償却率 

（％） 

有形固定資産のうち償却対象

資産の減価償却がどの程度進

んでいるかを表す指標で、資

産の老朽化度合を示していま

す。 

明確な数値基準はないと考えられます

が、経年比較や類似団体との比較等によ

り自団体の置かれている状況を把握・分

析し、適切な数値となっているか、対外

的に説明できることが求められます。 

一般的には、数値が高いほど、法定耐

用年数に近い資産が多いことを示して

おり、将来の施設の改築（更新・長寿

命化）等の必要性を推測することがで

きます。 

 

②管渠老朽化率 

（％） 

法定耐用年数を超えた管渠延

長の割合を表した指標で、管

渠の老朽化度合を示していま

す。 

明確な数値基準はないと考えられます

が、経年比較や類似団体との比較等によ

り自団体の置かれている状況を把握・分

析し、適切な数値となっているか、耐震

性や、今後の更新投資の見直しを含め、

対外的に説明できることが求められま

す。 

一般的には、数値が高い場合には法定

耐用年数を経過した管渠を多く保有し

ており、管渠の改築等の必要性を推測

することができます。 

 

③管渠改善率 

（％） 

当該年度に更新した管渠延長

の割合を表した指標で、管渠

の更新ペースや状況を把握で

きます。 

明確な数値基準はないと考えられます

が、数値が 2％の場合、全ての管路を

更新するのに 50 年かかる更新ペースで

あることが把握できます。数値が低い

場合、耐震性や、今後の更新投資の見

通しを含め、対外的に説明できること

が求められます。 

 

 

ア 公共下水道事業 

 

 

経営の健全性・効率性 

  

- 56.14 59.55 93.62 2,750

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

法適用 下水道事業 公共下水道 Bd1 非設置

管理者の情報業務名 業種名 事業名 類似団体区分

34,694 8.65 4,010.87

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2)

58,687 336.89 174.20

人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2)

×100 

有形固定資産のうち償却対象資産 

有形固定資産減価償却累計額 

下水道管布設延長 

法定耐用年数を経過した管渠延長 

×100 

下水道管布設延長 

改善（更新・改良・修繕）管渠延長 
×100 

の帳簿価額 
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老朽化の状況 

  

  

 

分析欄 

1. 経営の健全性・効率性について 

①経常収支比率については、営業外収益として受け入れる一般会計からの繰入金の増に

より経常収益が前年度より増加したこと、また、減価償却費や未払金の減により経常費

用が減少したことにより、前年度より比率は増加しています。 

②累積欠損金については、欠損金が生じていません。 

③流動比率について、流動負債が主に年度末における未払金の増により増加しています

が、流動資産の現金保有の増等が上回っているため、比率が上昇しています。現金保有

増の要因は、多額の一般会計繰入金の受け入れや資本費平準化債の借入に対し、企業債

の元利償還額が減少傾向にあることです。 

④企業債残高対事業規模比率は、使用料収入に対する企業債残高の割合ですが、企業債

の償還は今後減額が見込まれるので、将来にわたり比率は減少していくものと思われま

す。 

⑤経費回収率については、使用料収入の減少に対し、汚水処理費において主に資本費で

ある企業債償還利息や減価償却費が大きく減少しているため、前年度より 0.51 ポイン

ト上昇しています。しかしながら、100％を恒常的に下回っているため、使用料改定等

適正な使用料収入の確保に努めていく必要があります。 

⑥汚水処理原価は、汚水処理費が減少しましたが、有収水量も大きく減少しています。

今後も維持管理の効率化や接続率の向上に努めていきます。 

⑦施設利用率は、前年度と同水準となっており、類似団体との比較においても効率的に

令和5年度全国平均

類似団体平均値（平均値）

【】

当該団体値（当該値）

－

グラフ凡例

■
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利用されています。 

⑧水洗化率は、処理区域内全体の人口減少に伴い、低下しています。引き続き、新規接

続向上への取組を進めていく必要があります。 

2. 老朽化の状況について 

①有形固定資産減価償却率は、前年度と同様に類似団体平均を上回っており、施設全体

の老朽化が進んでいる状況にあります。 

②管渠老朽化率については、老朽化率が年々上昇しているため、施設の更新を計画的に

行っていく必要があります。 

 供用開始から 30年が経過しているポンプ場や処理場施設については、施設が老朽化

している状況にあることから、「日向市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、

年次的に施設の更新工事を実施しています。 

全体総括 

 令和５年度は、未整備地区の下水道整備を実施し、衛生的で快適な生活環境の改善や

水質保全を図りました。 

 また、「日向市下水道ストックマネジメント計画」により、ポンプ場及び処理場施設

の長寿命化対策工事を実施しました。 

 一方、公共下水道事業の経営状況は非常に厳しい状況が続いております。経常収支比

率は 100％以上ではあるものの、費用を下水道使用料だけでは賄えず、一般会計からの

繰入金に依存している状況が続いています。今後も、更なる収入源の確保が求められる

ことから、使用料改定を着実に進め、経営の健全化を図る必要があります。 

 将来にわたりサービスの提供を安定的に継続していくことが可能となるよう、引き続

き経営基盤の強化と財政マネジメント向上に取り組んでいきます。 
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イ 農業集落排水事業 

 

 

経営の健全性・効率性 

  

  

  

 

- 72.04 4.16 107.93 2,750

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

法適用 下水道事業 農業集落排水 F2 非設置

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報

2,425 2.18 1,112.39

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km 2) 処理区域内人口密度(人/km 2)

58,687 336.89 174.20

人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2)
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老朽化の状況 

  

   

分析欄 

1. 経営の健全性・効率性について 

①経常収支比率について、経常費用は主に減価償却費の減により減少していますが、経

常収益における使用料の人口減に伴う減や一般会計繰入金の基準外抑制のための減が、

経常費用の減少額を上回っているため、前年度より 1.94 ポイント低下しています。 

②累積欠損金比率について、累積欠損金は発生していません。 

③流動比率について、流動負債は主に年度末における未払金の増により増加しています

が、流動資産の現金保有の増等により、流動負債の増加額を上回っており、前年度より

19.44 ポイントの上昇となっています。現金保有増の要因は、多額の一般会計繰入金の

受け入れや資本費平準化債の借入に対し、企業債の元利償還額が減少傾向にあることで

す。 

④企業債残高対事業規模比率について、企業債残高は全て一般会計からの繰入金で負担

令和5年度全国平均

類似団体平均値（平均値）

【】

当該団体値（当該値）

－

グラフ凡例
■
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していることから比率の発生はありません。 

⑤経費回収率は、人口減少に伴う使用料収入の減に対し、物価上昇等による汚水処理費

の増加のため、前年度より低下しました。類似団体よりは高い数値となっていますが、

依然として一般会計繰入金への依存は高く、使用料の適正水準の検討が必要です。 

⑥汚水処理原価は、物価上昇等により汚水処理費が増となったことに対し、人口減少に

伴い年間有収水量が減少したため前年度より上昇しています。 

⑦施設利用率は、前年度からほぼ横ばいとなっていますが、処理能力の 50％にも満たな

い状況が今後も見込まれます。更なる接続世帯の増加に向けた取組や設備の更新時にお

けるダウンサイジング（規模の縮小）の検討が必要です。 

⑧水洗化率は徐々に上昇していますが、下水道事業と比較すると低い数値となっていま

す。公共用水域の水質保全及び使用料収入の確保に向け、接続世帯の増加に向けた取組

が必要です。 

2. 老朽化の状況について 

①有形固定資産減価償却率は、類似団体平均や全国平均に比べて低い数値となっていま

すが、施設の老朽化の進行に伴い、上昇傾向にあります。 

②管渠老朽化率及び③管渠改善率については、耐用年数を経過した管渠が生じていない

ため、当該値の算出はありません。 

全体総括 

 令和５年度は、「日向市農業集落排水事業最適整備構想」に基づき、市内の３地区の

処理施設の修繕・改築を行う長寿命化対策工事を実施しました。 

 経営状況について、経常収支比率や流動比率は 100％を超えていますが、経費回収率

が 100％を大きく下回る状況が続いており、汚水処理費を使用料だけでは賄いきれず、

一般会計からの多額の繰入金に依存しています。 

 今後も、更なる収入源の確保が求められることから、使用料改定を着実に進め、経営

の健全化を図る必要があります。 

 将来にわたりサービスの提供を安定的に継続することが可能となるよう、中長期的な

経営の基本計画である「経営戦略」により、引き続き経営基盤の強化と財政マネジメン

ト向上に取り組んでいきます。 

 

３ 将来の事業環境 

（１）行政区域内人口の予測 

 日向市では、令和６年８月に「日向市人口ビジョン」を改定し、国立社会保障・人口問

題研究所（社人研）準拠推計と日向市独自設定の２つの将来人口推計を行っています。 

本経営戦略の目的である経営の健全化の達成のため、より低位の推計である社人研準拠に

よる将来人口推計を参考に分析を行います。 
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（２）処理区域内人口・水洗化人口の予測 

  公共下水道事業は、令和７年度末までに汚水管渠整備事業を終える予定としていま 

す。令和９年度以降は新たな区域の供用開始に伴う処理区域内人口の増要因がなくなる

ため、行政区域内人口の減少に連動して処理区域内人口も減少していくことが見込まれ

ます。 

 また、水洗化率（水洗化人口／処理区域内人口）は、令和５年度末時点で、92.66％ 

となっており、類似団体平均値（92.89％）とほぼ同値であり、今後は接続の促進によ 

り、徐々に上昇していくものと見込んでいます。 

 

 

 

R2, 32,430 人

R12, 30,854 人

R22, 28,029 人

R32, 24,988 人

R42, 21,814 人

R52, 18,626 人

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

5,000人

10,000人

15,000人

20,000人

25,000人

30,000人

35,000人

40,000人

公共下水道事業 処理区域内人口等の推移

処理区域内人口 水洗化人口 水洗化率
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 農業集落排水事業は、事業計画にある全地区の整備が完了していることから、今後の処

理区域内の人口の増加は見込んでいません。また、水洗化率は令和５年度末で 87.30％で

あり、接続率の低い地区もあることから、公共下水道事業よりも低い値となっておりま

す。しかし、類似団体の 83.96％を上回っている状況であり、今後水洗化の促進により上

昇していくものと見込んでいます。 

 

 

（３）有収水量の予測 

 有収水量は、前述の水洗化人口と過去の実績から算定した事業ごとの一人あたり有収水

量（公共下水道事業 112 ㎥／年、農業集落排水事業 124 ㎥／年）により推計しています。 

 公共下水道事業の有収水量は、令和８年度も面整備完了時期までは横ばいですが、その

後は人口減少に伴い、減少していく見込みです。 

 農業集落排水事業は、人口減少に伴い徐々に減少していく見込みです。 

 

 

R2, 2,175 人

R12, 2,064 人
R22, 1,931 人

R32, 1,743 人

R42, 1,529 人

R52, 1,307 人

84.0%

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

3,000人

農業集落排水事業 処理区域内人口等の推移

処理区域内人口 水洗化人口 水洗化率

R2, 3,635,828 ㎥

R12, 3,393,906 ㎥ R22, 3,083,151 ㎥ R32, 2,748,635 ㎥ R42, 2,399,537 ㎥
R52, 2,048,821 ㎥

R2, 270,993 ㎥ R12, 251,812 ㎥
R22, 235,567 ㎥ R32, 212,634 ㎥ R42, 186,502 ㎥

R52, 159,442 ㎥

0㎥

1,000,000㎥

2,000,000㎥

3,000,000㎥

4,000,000㎥

5,000,000㎥

有収水量の推移見込

公共下水道事業 農業集落排水事業
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（４） 使用料収入の見通し 

 使用料収入は、前述の有収水量と過去の収入実績から、事業ごとに１㎥あたり使用料単

価（公共下水道事業 127 円／㎥、農業集落排水事業 121 円／㎥）により推計しています。 

 有収水量と同様に、人口減少の影響により減少していく見込みです。 

  

（５） 施設の見通し 

 公共下水道事業は、昭和 49年度に着工し、昭和 62年度に供用開始しています。 

 供用開始から 30年以上が経過し、各施設・設備の老朽化に伴う更新時期を迎えている

ところです。 

 汚水事業の未普及地域対策については、国が示している令和８年度末までの汚水処理施

設整備の慨成を目指して、面整備を推進していく予定であります。併せて令和５年度にお

いては、全体計画の見直しを行ったところであり、人口減少を見据えた持続可能な事業運

営を進めていくことを目指します。また、老朽化対策については、「日向市下水道ストッ

クマネジメント計画」に基づき、予防保全の考え方による計画的かつ効率的な老朽化対策

を実施していきます。 

 雨水事業については、令和５年度に雨水管全容調査を行い、これを基に令和６年度に中

長期に渡る浸水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準、施設整備の方針等の基本的

な事項を定める「雨水管理総合計画」を策定し、効果的な対策を検討していきます。 

 農業集落排水事業は、農業用用排水の水質保全に寄与するため、山陰地区、秋留地区、

美々津地区の３地区に整備されました。山陰地区の平成８年度からの着工を始め、秋留地

区、美々津地区の整備を進め、山陰地区は平成 11年度、秋留地区は平成 14年度、美々津

地区は平成 21年度に供用開始しています。 

 山陰地区と秋留地区については、供用開始から 20 年以上が経過し、施設の老朽化も課

題であることから、「日向市農業集落排水事業最適整備構想」に基づき、計画的な更新に

努めていきます。 
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使用料収入の推移見込
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（６） 組織の見直し 

 上下水道事業の経営基盤強化及び効率的な経営を図り、公営企業としての健全な経営、

住民サービスの向上を目指すため、平成 26年４月１日に水道事業との組織統合を行い、

上下水道局を設置しました。令和６年４月１日現在、下水道事業会計及び農業集落排水事

業会計から人件費を支弁している職員数は 12 人（事務職員８人、技術職員４人）です。 

 今後も、全庁的な職員の適正配置の見直し、合理化に伴う係の統合等により、職員数の

削減も想定されることから、通常業務や大雨等の災害への緊急対応等、上下水道局全体で

様々な状況に対応できるよう職員の育成を行い、効率的な組織運営を目指します。 

 

４ 経営の課題 

 日向市下水道事業の現状分析から見えてくる経営課題は次のとおりです。 

（１） 使用料収入の減少 

 人口減少に伴い、将来的に下水道使用料の減収が見込まれることから、下水道施設を維

持・更新していくための財源の確保が必要です。 

（２） 水洗化率の向上 

 水洗化率は、類似団体平均と同水準ではありますが、公共用水域の水質保全や生活環境

の改善と、下水道使用料収入の確保のために更なる接続推進の取組が必要です。 

（３） 一般会計繰入金への依存 

 公共下水道事業及び農業集落排水事業では、使用料収入のみでは、維持管理費や整備を

賄えず、使用料で回収すべき汚水処理に要する費用単価（汚水処理原価）が使用料単価を

上回る原価割れの状態となっています（経費回収率 100％未満）。この状況から経営を維持

していくために、一般会計からの多額の繰入金により事業を運営しており、市の財政を圧

迫する要因となっています。 

（４） 維持管理の効率化 

 下水道施設の運転管理等に多額の費用がかかりますが、光熱水費や労務単価の上昇によ

り維持管理費は増加し続けていることから、業務委託内容の見直しや更なる民間活力活用

の検討、広域化・共同化等の取組による経営の効率化が必要です。 

【参考】直近５年間の経費回収率の推移 

●公共下水道事業 

 

●農業集落排水事業（※R2（2020）年度より公営企業会計へ移行） 

 

指標 Ｒ元（2019） Ｒ２（2020） Ｒ３（2021） Ｒ４（2022） Ｒ５（2023）

使用料単価（円/㎥） 126.03 125.85 126.54 127.17 127.94

汚水処理原価（円/㎥） 142.73 138.63 138.27 137.99 138.05

経費回収率（％） 88.3 90.78 91.52 92.16 92.67

指標 Ｒ元（2019） Ｒ２（2020） Ｒ３（2021） Ｒ４（2022） Ｒ５（2023）

使用料単価（円/㎥） 120.19 120.39 120.85 121.40

汚水処理原価（円/㎥） 170.05 168.50 161.79 179.77

経費回収率（％） 70.68 71.45 74.69 67.53
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公共下水道事業及び農業集落排水事業の使用料単価はいずれの年度も汚水処理原価を下

回っている（原価割れ）ため、経費回収率は 100％に及ばない状況が続いています。 

公共下水道事業の経費回収率はこれまで上昇してきていますが、今後は汚水処理費に係

る維持管理費の上昇や施設の更新等による減価償却費の増加が見込まれるため、低下して

いくことが懸念されます。 

 

【参考】経費回収率の今後の推移見込み 

●公共下水道事業 

 

 

●農業集落排水事業 
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【参考】一般会計繰入金の推移 

●公共下水道事業 

 

 公共下水道事業の一般会計からの繰入金は年々増加傾向にあります。 

 

●農業集落排水事業 

 

 農業集落排水事業では、地方公営企業法適用初年度の令和２年度において運転資金確保

のため多額の繰入金を受けており、経営状況を見ながら段階的に減額しています。しかし

ながら、今後の人口減少による使用料収入のさらなる減額を想定すると、現状以上の一般

会計繰入金の減額は持続可能な事業経営が困難になると見込んでいます。 
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 これらの経営課題から次の基本方針を設定します。 

５ 経営の基本方針 

（１） 自主財源の確保向上による基準外繰入金の増加抑制 

 下水道事業は、公営企業として公営性と経済性を発揮しつつ、事業に必要な経費は経営

に伴う下水道使用料をもって充てるという「独立採算の原則」に基づき経営していくこと

となっていますが、雨水排除や水質保全のために要する経費等、総務省が定める地方公営

企業繰出基準において、公費負担で賄うこととしており、一般会計繰入金として下水道事

業経営の財源となっています。 

 しかしながら、現状での使用料収入では、必要な経費を賄うことができないため、赤字

補填として繰出基準を超える「基準外繰入金」を受けている状況にあり、市の財政を圧迫

する要因のひとつとなっています。 

 このような状況から、水洗化率の更なる向上や適正な使用料の設定により、下水道使用

料を増やし、基準外繰出の増加抑制を図るとともに、十分な現預金の確保、経費回収率の

改善を目指します。 

（２）持続可能な下水道事業の推進 

 下水道の整備が始まった当初は、人口が増加していく前提で計画を策定し、整備を進め

てきたところですが、社会情勢の変化により全国で人口減少や高齢化が進み、事業を取り

巻く環境は厳しさを増しています。下水道区域の拡大により増加する使用料収入よりも整

備に要する費用の方が高額であるため、整備を進めるほど一般会計の負担が増大し、下水

道事業以外の住民サービスの低下を招きかねない状況が生まれています。 

 このような状況から、令和５年度には下水道事業計画区域の縮小見直しを行い、令和８

年度末までに面整備を完了させることとし、将来に渡って持続可能な下水道事業に向けて

経営戦略の新たな局面を迎えているところです。 

 令和９年度以降は、「日向市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、計画的に施

設の老朽化対策や耐震化等を進めていくことになりますが、各設備・施設の更新時におけ

る適正な設備の規模を精査し、必要に応じダウンサイジングも検討していきます。 

（３）経営基盤の強化 

 今後、人口減少による使用料収入の減少や職員数の削減等、下水道事業の運営を取り巻

く環境は厳しさを増すばかりであり、ほとんどの市町村が共通して抱える課題でもありま

す。事業を適正に継続していくために、周辺自治体との業務・人的連携や処理区域等の統

廃合、民間委託のあり方等の検討を行い、経営基盤の強化に努めます。 
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６ 投資・財政計画（収支計画） 

（１） 投資・財政計画（収支計画）：別紙のとおり 

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

目 標 

（ア）未普及地域の解消に向けた取組 

（イ）下水道機能を維持するための「ストックマネジメント計画」等に基づ

く改築更新 

（ウ）施設の耐震化・耐津波化 

（エ）雨水事業の推進 

 

（ア）未普及地域の解消に向けた取組 

公共下水道事業について、持続可能な下水道事業の実現のため、令和５年度において

全体計画区域の縮小見直しを行ったところであり、面整備は令和８年度末までの完了を

目指していきます。 

（イ）下水道機能を維持するための「ストックマネジメント計画」等に基づく改築更新 

施設や設備の改築更新について、公共下水道事業では供用開始から 35 年以上が経過

しており、老朽化が進む日向市浄化センター、富高、亀崎、細島汚水中継ポンプ場及び

汚水管渠について、事業費の平準化とライフサイクルコストの抑制を図るため、「日向

市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、計画的な施設更新を進めていきます。 

 また、農業集落排水事業の建設改良費については、平成 21 年度までで、山陰、秋

留、美々津地区の整備が完了しており、供用開始から 15～35 年が経過し、施設全体の

更新時期を迎えている状況です。このことから「日向市農業集落排水事業最適整備構

想」における改築・更新の優先度、整備の平準化及び「維持管理適正化計画」における

維持管理の効率化・適正化に基づき、計画的に長寿命化対策工事を進めていきます。 

（ウ）施設の耐震化・耐津波化 

 公共下水道事業における管路施設の耐震化については、平成 29 年度に汚水幹線耐震 

診断調査業務委託を実施し、重要な 16幹線の耐震化工事を進めており、令和７年度ま 

でに完了となる見込みです。 

 また、処理施設等の耐震化・耐津波化については、令和５年度に「日向市下水道総合 

地震対策計画」の改定を行っており、令和７年度から浄化センターをはじめ３ポンプ場 

の耐震・耐津波化事業を進めていきます。 

（エ）雨水事業の推進 

 公共下水道事業における雨水事業については、令和７年度までに「雨水管理総合計

画」を策定し、また、令和８年度には「雨水管路ストックマネジメント実施方針・実施

計画」を策定、その後、令和９年度からは施設の老朽化対策を図っていきます。 
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② 収支計画のうち財源についての説明 

目 標 
（ア）経費回収率の向上 

（イ）一般会計からの繰入金のうち基準外繰入金の増加抑制 

 

（ア）経費回収率の向上 

 公共下水道事業及び農業集落排水事業については、汚水処理費を使用料で賄えていな

い状況が常態化しています。経費削減は勿論、使用料の適正水準について検討、改定を

実施し経費回収率の向上を目指します。 

（イ）一般会計からの繰入金のうち基準外繰入金の増加抑制 

 汚水処理費に対する使用料の不足額や経営を維持するための流動資産における現預金

の確保等のために多額の一般会計繰入金が投入されています。特に公共下水道事業にお

いては、「雨水公費・汚水私費」の原則がある中、基準外（汚水処理費不足額等）繰入金

が増加傾向にあります。 

 使用料の適正化により、現状以上の基準外繰入金の増加抑制を目指します。 

 

【令和６年度 上下水道料金等審議会】 

 持続可能な下水道事業の実現を目指し、今後の経営の見通しを分析するとともに、下

水道使用料の適正水準や経営のあり方等について審議がなされ、答申としてまとめられ

ました。 

（審議会として目指した方向性） 

●公営企業の独立採算の原則に立ちかえったあるべき費用負担 

 「雨水公費・汚水私費」の原則がある中、汚水処理費を使用料で賄う経営を目指し、

汚水処理費の削減努力と下水道使用料の適正水準への改定を行い、経費回収率 100％を

目指していく。 

●世代間、地域間の費用負担の公平性の確保 

 世代間の公平性 

 改築、更新、耐震化等の建設改良費について、優先順位の整理を行いながら事業費の

平準化を図ること、また、その財源には国庫補助と企業債の借入を併用し、耐用年数に

応じた企業債の償還に使用料を充てていくことにより、将来世代も含めた公平性の確保

を目指していく。 

 地域間の公平性 

 下水道事業利用者とその区域外となる合併処理浄化槽利用者との費用負担について同

水準を目指していく。 
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（参考） 

 ※下水道事業と合併処理浄化槽利用者との維持管理費用負担の比較（税込） 

下水道事業の場合（一般家庭想定：20㎥／月使用時） 

 基本料金 550 円＋水量料金 2,200 円＝2,750 円／月 

合併処理浄化槽の場合（５人槽～10 人槽） 

 保守点検  9,900 円 

 清掃料    28,000 円   41,700 円／年 ⇒ 3,475 円／月 

 法定検査  3,800 円 

（使用料適正水準の条件） 

①経費回収率の改善（100％の維持） 

 令和５年度決算における経費回収率 92.67％について、使用料改定により向上させ、

次期使用料改定検討を行う令和 11年度まで 100％以上を維持していく。 

②合併処理浄化槽利用者の費用負担比較 

 下水道利用者の月 20㎥での使用料（2,750 円）を合併処理浄化槽利用者（5 人槽～10

人槽）の月額換算 3,475 円に近づけていく。 

③一般会計繰入金の増加抑制 

 増加傾向にある一般会計繰入金について、現状以上の増加を抑制し、経営状況を注視

しながら、段階的に減少させていく。 

【改定案】                           （税込） 

 

 

 

 

 

 ※適正水準の条件を満たすには 20％の改定（第２段階）が必要 

  市民生活や企業活動への影響を考慮し、段階的な改定を検討 

（附帯意見） 

・汚水処理は 24 時間、365 日絶え間なく継続させなければならないものであり、その中

断は市民生活や企業活動に大きく影響を与えることから、老朽化した施設の更新及び耐

震化、耐津波化を計画的に行うこと。 

・使用料の減少と汚水処理費の増加は今後も続き、新たな改定の必要性も懸念されるこ

とから、５年ごとを基本として定期的に改定の必要性を検討すること。 

・効率的な経営に取り組み、さらなる経費の削減に努めること。 

・使用料改定にあたっては、使用者の理解が不可欠であり、改定の必要性や内容につい

て十分な周知に努めること。 

 

区分 現行
第1段階

令和7(2025)年度
第2段階

令和9(2027)年度

基本料金 550円 660円 660円

水量料金 110円/㎥ 121円/㎥ 132円/㎥
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（使用料改定案により見込まれる経費回収率の推移） 

●公共下水道事業 

 令和７年度の改定により経費回収率は 100％を上回ることが見込まれますが、人口減

少の影響を受け、令和９年度には再び 100％を下回る可能性があります。令和９年度に

第２段階の改定を実施することで、次期使用料改定の検討を行う令和 11年度まで経費回

収率の 100％以上の水準を維持することが見込まれます。 

 

●農業集落排水事業 

 下水道使用料と農業集落排水処理施設使用料は公平性を保つため統一料金となってい

ますが、上下水道料金等審議会の答申による改定案は公共下水道事業の経営分析によっ

て行われています。今回の改定案により経費回収率は改善されるものの 100％の達成に

は至らないと見込んでいます。 

 

 農業集落排水事業は、生活雑排水の適正処理により生活環境の改善に加え、農業用用
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排水の水質保全により農業の生産性向上に寄与することを目的としています。比較的人

口密度の低い地域での事業経営となるため、その使用料で必要経費を賄うことは困難で

あり、一般会計からの繰入金に頼らざるを得ない状況が今後も見込まれます。 

 以上から、今後の人口減少を見据え、抜本的な経営改革に向けた調査、研究に取り組

んでいく必要があると考えます。 

【その他の財源】 

 企業債借入については、公共下水道事業、農業集落排水事業ともに今後の施設、設備

の大規模更新及び耐震化、耐津波化の推進により建設改良費が増加し、企業債の借入額

も増加が想定されます。財源確保のために企業債借入に依存しすぎると、企業債残高が

増加し、将来世代への負担が多くなります。現状では、企業債残高は両事業ともに減少

傾向にありますが、計画的で平準化された更新工事の推進を行うことで、過度の借入状

況が生じないように努めていきます。 

 

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 職員給与費については、人事院勧告の実績を基に、増加していくものと試算していま

す。 

 施設の維持管理経費のうち、電気料金や薬品費については、物価上昇の影響を受けな

がらも、有収水量の増減に伴い関連費用も増減するものと想定しています。 

 また、施設の維持管理業務の委託範囲の拡大（包括的業務委託）についても検討を始

めたところですが、調査、研究の段階にあり、今回の収支計画には反映していません。 

 今後も、先進事例等の情報収集も行いながら、効率的な事業経営に取り組んでいきま

す。 

 

（３） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

① 今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化・共同化・最適化 

実施状況 

「宮崎県汚水処理事業に係る広域化・共同化計画」において

日向ブロック（日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村）

では、事業統廃合や維持管理の共同化等の可能性について検

討していくこととしています。 

投資の平準化に関する 

事項 

日向市下水道ストックマネジメント計画及び日向市農業集落

排水事業最適整備構想については５年毎に見直しを行い、施

設の状況に応じた必要投資額を算定し、計画的に更新工事を

進めていきます。 

民間活力の活用に関する 

事項（PPP・PFI 等） 

令和７年度において、ウォーターPPP（下水道分野における官

民連携）の導入可能性調査を行うこととしており、効果や課

題等を整理しながら、活用の検討を進めていきます。 
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その他の取組 

面整備が令和８年度末で修了する見込みであることを踏ま

え、以降は人口減少により浄化センターの処理能力が過大と

ならないよう、更新時におけるダウンサイジング等の検討を

行います。 

② 今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関する 

事項 

今回の経営戦略においては、令和６年度日向市上下水道料金

等審議会答申に基づき、経費回収率 100％以上を目指すため、

令和７年度と令和９年度の段階的な改定を行う計画としてい

ます。その後、５年後の見直し時期となる令和 11年度を目途

に、使用料の適正水準について改めて見直しの必要性につい

て検討を行う予定です。 

資産活用による収入 

増加の取組について 

令和６年４月より汚泥処理の過程で発生する消化ガスを活用

した「消化ガス発電事業」に官民連携して取り組んでいま

す。売ガス収入の効果を検証しながら、次回の経営戦略改定

に反映させる予定です。 

その他の取組 

下水道事業会計・農業集落排水事業会計において資本費平準

化債の発行を継続していますが、次世代の負担が過大となら

ないよう経営状況を注視しながら発行額の抑制について検討

していきます。 

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関する 

事項（包括的民間委託等 

の民間委託、指定管理者 

制度、PPP/PFI 等） 

施設の維持管理業務委託について、委託業務の範囲の拡大や

包括的業務委託の導入等の検討を進め、適正かつ効率的な施

設管理を継続できるよう努めていきますが、職員の技術力を

どのように維持・継承していくかが大きな課題となります。 

職員給与費に関する事項 

今後の民間委託の検討内容によっては、職員数や配置が変更

となることも予想されます。また、面整備が完了以降は、施

設の更新・維持にシフトしていくことから、職員数が減少し

ていくことが予想されます。 

動力費に関する事項 
設備の更新に当たっては、電力消費量削減に寄与する設備の

導入を検討していきます。 

薬品費に関する事項 
設備の更新に当たっては、薬品費削減に寄与する設備の導入

を検討していきます。 

修繕費に関する事項 

「日向市下水道ストックマネジメント計画」や「日向市農業

集落排水事業最適整備構想」に基づく補助制度を活用した計

画的な更新を行い、一般財源での対応となる修繕費の抑制に

努めていきます。 
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委託費に関する事項 

「宮崎県汚水処理事業に係る広域化・共同化計画」におい

て、市町村毎に個別委託している維持管理業務の共同発注

や、共同購入等により、事務の軽減、コスト縮減を検討して

いくこととしています。 

その他の取組 

「宮崎県汚水処理事業に係る広域化・共同化計画」におい

て、災害時の相互支援について検討を進めていくこととして

います。収支改善に直結するものではありませんが、広域連

携は持続可能な下水道事業の実現に向けて必要不可欠なもの

であると考えています。 

 

７ 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

 本経営戦略の策定後は、毎年度の決算と投資財政計画との差異を検証するとともに、目

標や取組内容の達成状況を確認し、翌年度以降の経営活動に反映させていきます。 

 下水道事業を取り巻く環境は、社会情勢や自然条件等によって大きく変わっていくこと

が予想されることから、令和 11 年度を目処に経営戦略の改定を行うものとします。 

 



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

公共下水道事業 （単位：千円（税抜），％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 514,279 505,475 497,229 519,735 542,431 570,693 564,160 557,506 551,013 544,569 538,251 532,046
(1) 455,832 451,723 447,040 472,760 498,324 529,197 525,044 520,560 516,047 511,414 506,752 502,063
(2) (B)
(3) 58,447 53,752 50,189 46,975 44,107 41,496 39,116 36,946 34,966 33,155 31,499 29,983

２． 850,780 870,337 866,262 880,014 882,751 892,211 903,911 910,835 911,262 911,928 915,859 915,328
(1) 520,800 537,439 537,091 543,200 540,253 540,475 538,163 535,270 531,780 527,005 520,967 515,277

520,800 537,439 537,091 543,200 540,253 540,475 538,163 535,270 531,780 527,005 520,967 515,277

(2) 329,631 332,612 328,971 336,614 342,298 351,536 365,548 375,365 379,282 384,723 394,692 399,851
(3) 349 286 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

(C) 1,365,059 1,375,812 1,363,491 1,399,749 1,425,182 1,462,904 1,468,071 1,468,341 1,462,275 1,456,497 1,454,110 1,447,374
１． 1,046,778 1,057,017 1,066,345 1,085,439 1,100,984 1,122,772 1,154,153 1,177,589 1,189,684 1,204,661 1,228,164 1,242,694
(1) 44,633 48,621 49,041 49,467 49,896 50,330 50,766 51,209 51,654 52,103 52,557 53,014

24,298 25,556 25,791 26,028 26,268 26,510 26,753 27,000 27,248 27,499 27,752 28,007

20,335 23,065 23,250 23,439 23,628 23,820 24,013 24,209 24,406 24,604 24,805 25,007
(2) 291,474 284,602 286,003 289,010 292,050 294,845 297,677 300,551 303,464 306,410 309,398 312,428

60,417 49,119 49,654 49,540 49,421 49,012 48,600 48,185 47,767 47,338 46,906 46,472
6,172 2,076 4,178 4,234 4,289 4,346 4,403 4,462 4,520 4,580 4,641 4,702
1,075 1,048 1,076 1,090 1,104 1,119 1,133 1,148 1,164 1,179 1,194 1,210

223,810 232,359 231,095 234,146 237,236 240,368 243,541 246,756 250,013 253,313 256,657 260,044
(3) 710,671 723,794 731,301 746,962 759,038 777,597 805,710 825,829 834,566 846,148 866,209 877,252

２． 90,306 78,090 68,495 60,478 53,293 47,281 43,236 39,712 36,410 33,751 31,441 29,444
(1) 89,791 77,580 67,925 59,908 52,723 46,711 42,666 39,142 35,840 33,181 30,871 28,874
(2) 515 510 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570

(D) 1,137,084 1,135,107 1,134,840 1,145,917 1,154,277 1,170,053 1,197,389 1,217,301 1,226,094 1,238,412 1,259,605 1,272,138
(E) 227,975 240,705 228,651 253,832 270,905 292,851 270,682 251,040 236,181 218,085 194,505 175,236
(F)
(G) 207 347 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
(H) △ 207 △ 347 △ 300 △ 300 △ 300 △ 300 △ 300 △ 300 △ 300 △ 300 △ 300 △ 300

227,768 240,358 228,351 253,532 270,605 292,551 270,382 250,740 235,881 217,785 194,205 174,936
(I)
(J) 348,723 478,597 324,667 350,887 411,275 550,799 721,606 923,204 1,152,532 1,403,569 1,662,289 1,934,159

93,247 88,303 84,228 88,041 91,885 96,673 95,566 94,439 93,339 92,247 91,177 90,126
(K) 918,204 976,740 851,039 808,047 728,490 676,196 624,272 574,278 538,116 513,099 483,422 460,769

839,951 809,284 778,128 734,751 657,306 602,760 551,913 505,125 469,407 444,718 415,162 392,495

49,569 144,961 45,911 46,296 44,184 46,436 45,359 42,153 41,709 41,381 41,260 41,274
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 514,279 505,475 497,229 519,735 542,431 570,693 564,160 557,506 551,013 544,569 538,251 532,046

(N)

(O)

(P) 518,667 514,279 505,475 497,229 519,735 542,431 570,693 564,160 557,506 551,013 544,569 538,251

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度

営 業 収 益

令和7年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

公共下水道事業 （単位：千円（税込））
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 460,300 347,700 365,300 354,100 282,000 365,800 346,500 272,600 276,000 276,500 272,800 280,500

177,600 136,900 92,000 64,600 35,000 31,000 29,000 27,000 25,000 24,000 23,000 23,000

２． 87,211 82,690 81,328 78,197 73,838 66,055 60,574 55,464 50,762 47,172 44,691 41,721

３．

４． 200 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

５．

６． 237,332 170,050 273,401 289,583 247,083 334,833 317,583 245,683 251,083 252,583 249,833 257,583

７．

８． 34,806 30,238 28,295 17,000 17,000

９．

(A) 819,849 630,918 748,564 739,120 620,161 766,928 724,897 573,987 578,085 576,495 567,564 580,044

(B)

(C) 819,849 630,918 748,564 739,120 620,161 766,928 724,897 573,987 578,085 576,495 567,564 580,044

１． 550,716 414,264 572,613 605,207 520,439 696,174 661,910 518,349 529,390 532,633 527,379 543,126

22,475 22,877 24,902 25,126 25,352 25,581 25,811 26,044 26,279 26,515 26,755 26,996

２． 877,504 839,951 809,284 778,128 734,751 657,306 602,760 551,913 505,125 469,407 444,718 415,162

３．

４．

５． 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(D) 1,428,221 1,254,216 1,381,898 1,383,336 1,255,191 1,353,481 1,264,671 1,070,263 1,034,516 1,002,041 972,098 958,289

(E) 608,372 623,298 633,334 644,216 635,030 586,553 539,774 496,276 456,431 425,546 404,534 378,245

１． 398,806 404,349 401,330 409,348 415,740 425,061 439,162 449,464 454,284 425,546 404,534 378,245

２． 184,758 199,760 212,004 214,868 199,290 141,492 80,612 26,812

３．

４． 24,808 19,189 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2,147

(F) 608,372 623,298 633,334 644,216 635,030 586,553 539,774 496,276 456,431 425,546 404,534 378,245

(G)

(H) 7,930,944 7,438,693 6,994,709 6,570,681 6,117,930 5,826,424 5,570,164 5,290,851 5,061,726 4,868,819 4,696,901 4,562,239

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

562,589 572,070 568,432 571,563 565,922 563,705 559,186 554,296 548,998 542,588 535,069 528,039

251,464 260,206 258,573 259,997 261,980 265,520 268,014 270,338 272,477 274,110 275,239 276,590

311,125 311,864 309,859 311,566 303,942 298,185 291,172 283,958 276,521 268,478 259,830 251,449

87,411 82,930 81,568 78,437 74,078 66,295 60,814 55,704 51,002 47,412 44,931 41,961

87,411 82,930 81,568 78,437 74,078 66,295 60,814 55,704 51,002 47,412 44,931 41,961

650,000 655,000 650,000 650,000 640,000 630,000 620,000 610,000 600,000 590,000 580,000 570,000

令和15年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

計

そ の 他

令和12年度 令和13年度 令和14年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和14年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

令和15年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度令和7年度本年度



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

農業集落排水事業 （単位：千円（税抜），％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 32,152 31,492 31,050 34,704 38,666 36,895 36,779 36,644 36,490 36,312 36,119 35,911
(1) 32,150 31,476 31,034 34,688 38,650 36,879 36,763 36,628 36,474 36,296 36,103 35,895
(2) (B)
(3) 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

２． 192,415 176,722 168,210 157,040 156,231 157,227 158,221 159,072 153,958 149,777 150,792 151,762
(1) 130,000 120,000 115,000 102,000 100,000 100,000 100,000 100,000 98,000 98,000 98,000 98,000

130,000 120,000 115,000 102,000 100,000 100,000 100,000 100,000 98,000 98,000 98,000 98,000

(2) 62,372 56,392 53,010 54,840 56,031 57,027 58,021 58,872 55,758 51,577 52,592 53,562
(3) 43 330 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

(C) 224,567 208,214 199,260 191,744 194,897 194,122 195,000 195,716 190,448 186,089 186,911 187,673
１． 149,470 141,248 139,812 143,938 146,823 149,147 151,513 153,711 149,292 143,009 145,488 147,888
(1) 5,771 6,111 8,848 8,904 8,960 9,017 9,074 9,131 9,190 9,249 9,308 9,367

3,440 3,560 3,593 3,626 3,659 3,693 3,727 3,761 3,796 3,831 3,866 3,901

2,331 2,551 5,255 5,278 5,301 5,324 5,347 5,370 5,394 5,418 5,442 5,466
(2) 37,594 43,968 40,545 40,935 41,331 41,676 42,027 42,383 42,744 43,109 43,479 43,855

10,730 9,244 9,345 9,323 9,301 9,224 9,146 9,068 8,990 8,909 8,828 8,746
301 1,123 721 731 741 750 760 770 780 791 801 812

26,563 33,601 30,479 30,881 31,289 31,702 32,121 32,545 32,974 33,409 33,850 34,297
(3) 106,105 91,169 90,419 94,099 96,532 98,454 100,412 102,197 97,358 90,651 92,701 94,666

２． 15,987 14,384 13,192 12,183 11,053 9,946 8,947 8,067 7,418 6,792 6,247 5,759
(1) 13,725 12,375 11,192 10,183 9,053 7,946 6,947 6,067 5,418 4,792 4,247 3,759
(2) 2,262 2,009 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

(D) 165,457 155,632 153,004 156,121 157,876 159,093 160,460 161,778 156,710 149,801 151,735 153,647
(E) 59,110 52,582 46,256 35,623 37,021 35,029 34,540 33,938 33,738 36,288 35,176 34,026
(F)
(G) 26 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
(H) △ 26 △ 26 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30

59,084 52,556 46,226 35,593 36,991 34,999 34,510 33,908 33,708 36,258 35,146 33,996
(I)
(J) 189,196 231,167 239,565 255,232 272,881 286,523 299,262 312,012 322,938 337,869 357,419 377,131

5,192 5,345 4,764 5,325 5,933 5,661 5,643 5,622 5,599 5,572 5,542 5,510
(K) 92,001 102,701 101,772 98,802 94,045 89,855 80,556 77,341 72,967 68,154 68,014 65,149

87,503 86,796 87,172 85,202 80,445 76,255 66,956 63,741 60,367 55,554 55,414 52,549

2,887 12,746 12,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 10,000 10,000 10,000 10,000
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 32,152 31,492 31,050 34,704 38,666 36,895 36,779 36,644 36,490 36,312 36,119 35,911

(N)

(O)

(P) 32,458 32,152 31,492 31,050 34,704 38,666 36,895 36,779 36,644 36,490 36,312 36,119

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和7年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

農業集落排水事業 （単位：千円（税込））
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 24,100 35,300 68,400 57,500 49,500 43,200 37,300 32,400 25,100 25,400 25,000 25,000

19,100 24,800 26,500 27,500 24,500 18,200 12,300 2,400 100 400

２．

３．

４．

５．

６． 5,260 23,153 41,950 30,000 25,000 25,000 25,000 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000

７．

８．

９．

(A) 29,360 58,453 110,350 87,500 74,500 68,200 62,300 62,400 50,100 50,400 50,000 50,000

(B)

(C) 29,360 58,453 110,350 87,500 74,500 68,200 62,300 62,400 50,100 50,400 50,000 50,000

１． 10,448 34,339 83,900 60,000 50,000 50,000 50,000 60,000 50,000 50,000 50,000 50,000

２． 88,394 87,503 86,796 87,172 85,202 80,445 76,255 66,956 63,741 60,367 55,554 55,414

３．

４．

５．

(D) 98,842 121,842 170,696 147,172 135,202 130,445 126,255 126,956 113,741 110,367 105,554 105,414

(E) 69,482 63,389 60,346 59,672 60,702 62,245 63,955 64,556 63,641 59,967 55,554 55,414

１． 44,846 37,380 38,198 40,048 41,020 42,216 43,180 44,114 42,389 39,863 40,898 41,893

２． 24,164 24,992 21,248 18,724 18,782 19,129 19,875 19,542 20,352 19,204 13,756 12,621

３．

４． 472 1,017 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

(F) 69,482 63,389 60,346 59,672 60,702 62,245 63,955 64,556 63,641 59,967 55,554 55,414

(G)

(H) 792,151 739,948 721,553 691,882 656,181 618,936 579,982 545,426 506,786 471,820 441,266 410,852

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

130,000 120,000 115,000 102,000 100,000 100,000 100,000 100,000 98,000 98,000 98,000 98,000

58,559 48,251 49,538 50,755 50,694 49,184 47,923 44,957 44,183 43,379 42,122 42,508

71,441 71,749 65,462 51,245 49,306 50,816 52,077 55,043 53,817 54,621 55,878 55,492

130,000 120,000 115,000 102,000 100,000 100,000 100,000 100,000 98,000 98,000 98,000 98,000

令和15年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度令和7年度本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和14年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和12年度 令和13年度 令和14年度

他 会 計 負 担 金

令和15年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度


